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○山井委員 二十五分しか時間がありませんので、加藤大臣、そして文部科学省、簡潔に答弁をいただければと

思います。 

 冒頭、今の柚木さんの続きですけれども、とにかく、児童福祉司を大幅にふやし、結愛ちゃんのような虐待死を

なくすための児童虐待防止法改正法案を議員立法で提出しておりますので、ぜひ早急にこの委員会で審議をして

いただければということを要望いたします。 

 さて、きょうの理事会で出てきた、昨年度の過労死の結果、私、これ、本当に驚きました。 

 加藤大臣、裁量労働制の過労死、大幅にふえているじゃないですか。おととしゼロだったのが、七人に昨年度ふ

えている。さらに、過労死認定されなかったけれども、裁量労働制の死亡者は、ここにありますように、去年、一

だったけれども、十二にふえているじゃないですか。一昨年度はゼロだった裁量労働制の過労死が七にふえ、そ

して、不支給にはなったけれども、とにかく、裁量労働制で死んで申請した人が、一人だったのが十二。十二倍も

ふえているじゃないですか。 

 特に、この専門型裁量労働制というのは高度プロフェッショナルに似た制度で、まさに、高度プロフェッショ

ナルで人が死ぬかどうかというのは、この専門型裁量労働制で人が死んでいるかどうかではかれるんですよ。専

門型裁量労働制で人が死んでいるじゃないですか、過労死で。一番大切なデータじゃないんですか、これは高プ

ロや働き方改革を審議する上で。 

 前回も言いましたけれども、過去十年間は毎年六月末までに発表になっているんですよ。過去十年間、五月十

六日、五月二十三日、六月八日、六月十四日、六月十四日、六月十五日、六月二十一日、六月二十七日、六月二十

五日、六月二十四日、六月三十日。なぜ、ことしだけ六月じゅうに発表されないのか。 

 それは、法案審議をやっている最中に裁量労働制で過労死がふえているということがばれたら、高プロでも過

労死になる、過労死がふえることを加藤大臣は知っていながら、裁量労働制の拡大を国会に提出したのか。大問

題ですよ、これは。私はもう怒りを禁じ得ません。隠蔽です。これは、私は内閣不信任に値すると思います。 

 私たちや過労死の家族の会の方々も泣きながら、裁量労働制や、その拡大版である高プロでは過労死すると言

って、加藤大臣も健康確保措置があるから大丈夫と言っていたじゃないですか。でも、このデータを見たら、大幅

に人が死んでいるじゃないですか。一番重要なデータ、わざと法案審議中、これは出さなかったんじゃないんで

すか、過去十年間出していたのに。こういう命にかかわるデータこそ、法案審議中に出すべきじゃなかったんで

すか。 

 加藤大臣、答弁お願いします。 

○加藤国務大臣 まず一つは、毎年六月末ということでありますし、これまでの委員会からの御要望もあって、

裁量労働制に対する不支給も含めて精査をさせていただいて、その上で出させていただいたということでござい

ます。 

 それから、今委員おっしゃるその数字でありますけれども、支給決定したのが二十九年度ということでありま

すので、それぞれ発症した年度というのはそれぞればらばらであるということ、例えば、平成二十九年度の脳・心

臓疾患及び精神障害のうち裁量労働制対象者に係る支給決定件数、十四件ありますけれども、このうち、平成二

十六年度が二件、二十七年度が四件、二十八年度が六件、二十九年度が二件ということでございますので、必ずし

もそれが全てその年度に発生したというわけではないということであります。 

○山井委員 一週間前に働き方法案、高プロを含めて成立したんですよ。今出せるということは、一週間前にで

もこれは出せたデータですよ。人の命を軽視するのもいいかげんにしてください。このことで集中審議をぜひ求

めたいと思います。 

 繰り返し言いますけれども、人の命がかかっているんですよ。本当に、こういうことを知りながら、よくもま

あ、しゃあしゃあと裁量労働制をふやすとか言いましたね。人が死ぬことをどう考えているんですか。普通、これ

だけ裁量労働制で過労死がふえていたら、拡大するなんて言いませんよ、労働者の命のことを深く考えるのであ

れば。本当にこれは許せない。 



 これは、それで、先日の答弁で、高プロで過労死したら、その件数を公表するということでした。残念ながら、

こんな質疑をすること自体、私は情けない。でも、この違法適用で、高プロであっても、その人が過労死したら件

数を公表するということでよろしいですか、加藤大臣。 

○加藤国務大臣 先ほどから申し上げておりますけれども、我々は、きちんと精査して出させていただいている

というわけで、別に隠蔽をしているわけでもありませんし、それから、これまで御指摘をいただいた資料も含め

て、そして今の御指摘もありました裁量労働制について、その当時の状況の中で集約するということでございま

すので、二十九年度にはそういった形でのお示しができる、そういったことも委員会でお約束をさせていただき

ました。それにのっとった対応を一つ一つやり、そして、やはり数字に間違いがあってはならない、そういったい

ろんなことを含めた中で今回の公表ということになったということは、はっきりと申し上げさせていただきたい

と思います。 

 その上で、高プロのお話がありました。 

 高プロについても、実際にそのときにどういう制度で働いていたのか。その後に、実際、監督指導が入って、そ

れは高プロ適用じゃなかったといっても、そのときに高度プロフェッショナル制度で働いていたということをベ

ースに公表をしていきたいというふうに考えております。 

○山井委員 ということは、高プロで過労死が出た場合には、適法で高プロであった方、そして違法で高プロで

あった方、その方は切り分けて、きっちり違法の高プロで過労死になった件数も出るということでよろしいです

か。 

○加藤国務大臣 これはあくまでも労災の発表ですから、その後、労基署が入って、違法かどうかということに

なると、数字は後からどんどん変わってまいりますから、先ほどから申し上げていますように、発症時点におい

てどういう雇用形態でその方が働いていたのか。 

 したがって、後から高プロとして適用がおかしいということになったとしても、そのときに高度プロフェッシ

ョナル制度という形で働いていて、残念ながらお亡くなりになった場合においては、その方は高プロで働いてい

たとして数字を載せていく、こういうことであります。 

○山井委員 ぜひ、そこは分けるべきだと思います。なぜならば、違法の裁量労働制、違法の高プロで過労死した

ということは、より問題は深刻ですから、それを取り締まれなかったということは。 

 今回も、私はおかしいと思うんです。別々に違法適用のやつは裁量労働制で発表してほしいということを強く

要望したけれども、別々になっていない。 

 去年、この平成二十九年度、違法の裁量労働制で過労死した人は、この中で何件ですか。 

○高鳥委員長 速記をとめてください。 

    〔速記中止〕 

○高鳥委員長 速記を起こしてください。 

 加藤厚生労働大臣。 

○加藤国務大臣 平成二十九年度分で集計をしているところで、企画業務型裁量労働制の精神障害に係る支給決

定事案、一件ということであります。 

○山井委員 それは野村不動産の案件ということですか。 

○加藤国務大臣 それは、これまでも申し上げておりますが、野村不動産の従業員の方の労災認定に関しては、

御遺族の意向も踏まえて厚労省から公にしたところでありますけれども、個人情報に十分配慮する必要があり、

脳・心臓疾患あるいは精神障害の区分を始めとして、その点については、あるいは労災請求の年月日等々につい

ては回答は差し控えさせていただいているところであります。 

○山井委員 これは、過労死して、いや、違法でしたで済まないんですよ。この野村不動産のケースも、十年間も

数百人が裁量労働制を違法適用していたのを厚生労働省は野放しにしていたわけですよ。 

 これは、平成二十八年度までの過去五年間、違法適用で裁量労働制で過労死した人が何人か、お答えください、

通告していますので。 

○加藤国務大臣 まず、お出しさせていただいた資料については、二十九年度と、それから二十四から二十八年



度、中身がちょっと違うということは注書きで書かせていただいているところであります。 

 二十四から二十八年度については、裁量労働制として働いていたが、法定要件を満たしていない事案の件数に

ついては、これは、そういった形で把握を、まだ現在把握できていないので、それは、そこの中には盛り込ませて

いただいていないということであります。 

 実際、これを把握するためには、全国の労働基準監督署にある過労死等請求案件を一件一件、これを潰してい

かなければなりませんし、また、それについて、裁量労働型であれば、専門業務型裁量労働制に関する協定届、企

画業務型裁量労働制に関する決議届、これを突き合わせて確認する必要があって、これは一定の時間が必要だと

考えておりますので、今回は二十九年度分だけ出させていただいたということであります。 

 今後、ここでも何度も申し上げさせていただいておりますが、裁量労働制について、実態の把握をしていくと

いうことも必要だというふうに認識をしておりますから、そういった意味において、今おっしゃった点について

も、そのデータの把握をする方向で検討していきたいと考えております。 

○山井委員 次回の理事懇に出していただきたいと思います。 

 なぜならば、違法の裁量労働制で過労死した、これ、各年度の過労死というのは百数十件ですから、手間はかか

りますけれども、逆に言えば、それを一枚ずつ繰れば、そこにフラグが立っているわけですから、すぐにわかるわ

けです。 

 裁量労働制で、違法で死んだ。これは大変なことですよ。違法でなくても、もちろん過労死はだめですけれど

も、おまけに違法。そんな制度、めちゃくちゃじゃないですか。そういう意味では、早急にその数字も次回の理事

懇に出していただければと思います。 

 このことは、また集中審議をぜひしていただいて、引き続き議論したいと思います。 

 それで、次の議題に移らせていただきます。 

 東京医科大学、これも約一億円の補助金が厚生労働省から東京医科大学に流れておりますので、今回の裏口入

学、そしてブランディング事業の不正の問題は、厚生労働省も、医療、医師をつかさどる役所として無関係ではな

いと思います。 

 後ほど加藤大臣からも今回の事件について御答弁をいただきたいと思いますが、きょう、文科省から村田私学

部長、お越しをいただいておりますので、事実関係をお聞きしたいと思います。 

 今回の問題点は、ブランディング補助金というやつで、二千万、三千万、四千万ぐらいがもらえるものなんです

が、ここで東京医科大学が選定され、その見返りに佐野局長の息子さんが裏口入学になった、そういうことで逮

捕になったわけであります。 

 そこで、更に問題点は、二十八年度には、なぜか加計学園系列の千葉科学大学と岡山理科大学もこの補助金に

当たっているんですね、競争率五倍を経て。これは、何かお手盛りやお友達優遇があるんじゃないのかと思うの

が普通ではないかと思います。 

 そこで、きょうも、さまざまな議論を文科省と私、やりましたけれども、その中で、一次審査、二次審査、三次

審査というのがあるんですけれども、確認ですが、まず、一次選考、二次選考ですね。東京医科大学と、そして千

葉科学大学、岡山理科大学のこの三つは、それぞれ、一次候補、二次候補、一次選考、二次選考、どっちで選考さ

れたのか、事実関係をお答えください。 

○村田政府参考人 お答え申し上げます。 

 まず、七月四日、当省の前科学技術・学術政策局長が受託収賄の容疑で逮捕されました。今回の件に対して、社

会をお騒がせしたことについて、深くおわびを申し上げます。 

 現職の職員が逮捕されたことはまことに遺憾であり、文部科学省としては、今後、捜査当局が行う捜査に全面

的に協力してまいる所存でございます。 

 その上で、先生からのお尋ねで、ブランディング事業でございますけれども、ブランディング事業につきまし

ては、厳正な専門家の審査により決定がされるということでございます。 

 端的に申しますと、先生からのお尋ねで申しますと、二十九年採択の東京医大につきましては、第二候補とい

う形でございます。 



 それから、二十八年の岡山理大、千葉科学につきましては、第一グループということでございます。 

○山井委員 つまり、第一グループは、上位三十校に入ったということです。それで、第二グループということ

は、三十一位から六十位に入ったということです。全部で六十位になっているんですね。 

 そうしたら、この評価、千葉科学大学、岡山理科大学、東京医大は、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの中でどういうランク

だったか、お答えください。 

○村田政府参考人 お答え申し上げます。 

 今、先生からお話があったＳ、Ａ、Ｂ、Ｃは、これは、採択が決定された後に補助金が交付される、その補助金

の額について、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの区分を設けて、それぞれ配分をしているということでございます。 

 それで、お尋ねの件でございますけれども、二十九年の東京医大につきましてはＣ、区分で。それから、二十八

年の加計学園の岡山理大についてはＳ、それから、千葉科学大についてはＡという評価に基づいて配分をされて

いるところでございます。 

○山井委員 加計グループの岡山理科大学がＳでトップで、千葉科学大学がＡで二番目だったということで、そ

れによって額が違うと。 

 もうここに資料をいただいておりますが、では、お答えください。 

 千葉科学大学と岡山理科大学に、平成二十八年度、二十九年度、それぞれ補助金は幾ら出ておりますか。また、

これらの額は、平成二十八年度に選定された四十の大学のうち、何番目の多さですか。 

○高鳥委員長 速記をとめてください。 

    〔速記中止〕 

○高鳥委員長 速記を起こしてください。 

 村田私学部長。 

○村田政府参考人 大変失礼いたしました。 

 二十八年度の私立大学ブランディング事業におきましては、私立大学等の経常費補助金として、千葉科学大学

に三千七百五十二万三千円、それから、岡山理科大学に四千二百二十一万三千円を支出してございます。 

 この額につきましては、平成二十八年度に選定された四十の大学のうちで、それぞれ八校ある同率五位、それ

から、四校ある同率の一位ということになっているところでございます。 

○山井委員 ということは、千葉科学大学が同列五位で三千七百万円で、同列一位が岡山理科大学の四千二百万

円ということですが、私、これは奇妙に思うんです。加計グループという、一つの法人で二つの補助金を受けたよ

うなところというのは、ほかにあるんですか。この加計グループだけですか。 

○村田政府参考人 お答え申し上げます。 

 二十八年度におきまして、同一の法人で二つの大学が対象になったのは一法人でございます。それから、二十

九年度についても同じく一法人、二つの大学が同一の設置者の中で選定されているということは承知してござい

ます。 

○山井委員 これは、競争率五倍で、同一法人で二つ、五倍のやつをくぐり抜けて。これは、加計グループで、一

年間だけで八千万円補助金が出ている。これは五年間ぐらい続くんですよね。 

 そうしたら、例えばトップのＳ、一番いい評価を得た岡山理科大学、どんな研究内容ですか。 

○村田政府参考人 岡山理科大学につきましては、事業名が、恐竜研究の国際的な拠点形成、モンゴル科学アカ

デミーとの協定に基づくブランディングという形の事業で実施されてございます。 

○山井委員 これは、二百校ぐらい近い中で、トップが加計グループの岡山理科大学の恐竜研究。 

 それで、ここに配付資料があるんですね。確かに、恐竜研究で、「本学に恐竜学博物館を設置する。」ということ

が、ナンバーワンのＳランクであったということであります。もちろん、さまざまな評価はあろうかと思います。 

 ちなみに、東京医科大学は、ここにも入っておりますけれども、配付資料六ページ、低侵襲医療ということで、

痛くない手術とか、そういう高度な手術の医療のことであります。 

 それで結局、同一法人で二十八年度に補助金を受けたのは加計のみというところで、特別扱いだと思うんです

ね。 



 それで結局、その当時何があったか。 

 ここに、手元に資料がありますが、平成二十八年の六月から十月の間に選定するんです。そのときに、この加計

学園グループは、二つ審査してもらっているんですね、文科省。 

 その審査してもらっている六月と十一月の間に、まず二〇一六年七月二十一日、安倍総理と加計理事長は河口

湖畔の焼き肉屋で食事をしました、七月二十一日。七月二十二日、翌日は、山中湖畔のゴルフ場でゴルフをされま

した。その次、八月十日、河口湖の居酒屋で、また加計理事長と安倍総理は食事をされました。翌八月十一日、ま

た山中湖のゴルフ場でゴルフをされました。そして次、二〇一六年の十月二日に、また東京の焼き肉屋で食事を

されました。 

 ちょっと不正確かもしれませんけれども、私の手元の資料によると、このまさに加計学園に八千万円、一年間

ですよ、合計これは五年間出るんですからね。この補助金が出る最中に、安倍総理と加計理事長は五回もゴルフ

と焼き肉、それも、一部おごられたのもあるかもしれないということなんですね。 

 私は、やはり、加計学園の獣医学部のことも問題だけれども、こういうふうに、結局これは安倍案件、総理案件

だからブランディング補助金に選ばれたという可能性も排除できないんじゃないんですか。そういうふうに私に

は疑わざるを得ないんです。 

 なぜならば、今回の東京医大の件についても、裁量の余地はないと言っているのに受託収賄罪で逮捕されてし

まったわけですよね。ということは、東京医科大学を口ききできたということは、加計学園も口ききできた可能

性があるわけですし、この佐野局長に関しては、二十八年度においても官房長をされておられます。ですから、や

はり今回逮捕されたというのは非常に重いんですね。 

 そこでお聞きしたいんですけれども、報道によりますと、事前に、二十八年度、東京医科大は落ちたから、佐野

局長がアドバイスをしたと、今度は通れるように。こういうアドバイスというものを、つまり、文科省の職員や局

長が、この審査に出ている大学と、アドバイスをするということを絶対禁止するという明文規定はあるんですか。 

○村田政府参考人 そういった形での明文の規定というのはございません。 

 ただ、当然、審査の公正性ということに疑念を持たれないようにということは大前提だと思ってございます。 

○山井委員 いや、ここなんですね。明文にして、禁止していないんですよ。だから、これは捜査に委ねますけれ

ども、局長が、報道によると、個別に相談に乗った可能性があるわけです。 

 さらに、もう一つ。結局、そうしたら、東京医科大に関しては、二次候補ということは、こちらにありますブラ

ンディング委員会で決めたということなんですね。それと、加計グループに関しては、こちらの審査部会で決め

たということになるんですけれども、こういう審査部会の委員さんやブランディング事業委員会の委員さんと、

文科省の局長さんや官房長さんや職員さんがコミュニケーション、意思疎通というか打合せというか、相談をす

ることは絶対だめだと明文上禁止されていますか、されていませんか。 

○村田政府参考人 明文上は、特にそのような規定というのはないということでございます。 

○山井委員 いや、だから、余りこういう委員会で個人を責めることは、私は本当はやりたくないんです。ただ、

今聞いてもらったらわかるように、ルール的に、個別の大学が相談に乗ってくださいと言ったら、絶対だめとい

う明文上の規定はないんです、残念ながら。かつ、今言ったように、審査委員の方々と文科省の役人の方々がコミ

ュニケーションする中で、今回、私もこんなことは言いたくないけれども、逮捕されちゃったから言っているん

ですよ、やはりその中で、審査委員の方々と文科省の役人の方々が何らかの打合せをすることも明文上は禁止さ

れていない。 

 となると、この加計学園二つや東京医科大学が選ばれたときの、この委員会の議事録を可能な範囲でオープン

にしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○村田政府参考人 先ほどお尋ねがございましたブランディング事業につきましては、これは、外部有識者から

構成される委員会で書面審査、それから委員会による本審査ということで、二段階の審査が行われてございます。

こうした手続で、外部有識者で公平な審査が行われるために、特定の大学等に対して便宜が図られるものではな

いというふうに私どもとしては認識してございます。 

 ただ、個別の事案、具体の事案については、今、捜査中でございますので、差し控えさせていただきます。 



 その上で、議事録については、これは事業の選定内容にかかわるものでございますので、非公開とさせていた

だいているところでございます。 

○山井委員 非公開ということは、議事録自体はあるということでよろしいですか。 

○村田政府参考人 議事録は作成してございません。そのかわりに、選定の経緯等については、委員長所見とい

う形で明らかにさせていただいているというところでございます。 

○山井委員 最後に加藤大臣にお伺いしたいんですけれども、これは先ほども言いましたように、東京医科大学

には一億円ぐらいの補助金も出ておりますし、やはり今回の裏口入学ということは、日本の医療や医学生とか、

そういうことにも関係することで、これは文科省の問題で厚生労働省は関係ないとも言い切れないと思います。 

 さらに、私は今回、余り本当に役所を責める気がなくて、なぜこういうことになったのか。結局、文科省の方々

も、加計学園の獣医学部で、本当に安倍総理が先頭を切ってお友達優遇して、こんな三千五百万円の東京医科大

学の補助金どころじゃなくて、百億円ぐらいの私学助成金を今後加計学園獣医学部に移す、使う、そういうこと

をやって何らおとがめもない。そういうふうな状況を見る中で、文科省の方々も、あっ、総理が率先してお友達優

遇していいんだったら、結局そういうことも許されるのかなというふうに思ってしまった部分があるんじゃない

かと私は疑念を持たざるを得ません。これは私の意見であります。 

 ついては、加藤大臣、こういう事態が起こったことに関して、厚生労働省として、東京医科大学に関して、例え

ば注意あるいは指導ということをされますでしょうか。 

○加藤国務大臣 今委員いろいろおっしゃったんですが、東京医科大の関係でということでよろしいですか。（山

井委員「そういうことです」と呼ぶ） 

 今回の容疑、これから捜査等はされていくんだろうと思いますが、事実であれば、これは行政に関する信頼を

根幹から揺るがしかねない極めて重要な問題であるというふうに認識をしておりますので、今後、検察当局にお

ける全容解明、これがなされていくというふうに思います。 

 ただ、厚生労働省においては、もちろん東京医科大学に対して補助金等を交付をしているところでございます

が、これは申請を踏まえて適正な予算執行をして行っているところでございますので、今後とも、厚労省のそう

した事業執行に疑念が持たれないようにはしっかり対応していきたいと考えております。 

○山井委員 今回のブランディングの補助金も国民の血税であります。さらに、加計学園獣医学部の百億円以上

のお金も、これも税金であります。それが、まさか、お友達優遇や自分の知り合いの口ききということがあっては

絶対ならない、そういう思いで、きっちりこれからチェックをさせていただきたいと思います。 

 ありがとうございました。 

    ————————————— 


